
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

２４４０２

基盤研究(C)（一般）

2016～2014

生活保護の給付水準に関する研究：国際比較の視点から

Comparative study on social assistance system

８０３２６２７２研究者番号：

所　道彦（TOKORO, MICHIHIKO）

大阪市立大学・大学院生活科学研究科・教授

研究期間：

２６３８０７４６

平成 年 月 日現在２９   ６   ８

円     3,300,000

研究成果の概要（和文）：　本研究は、国際比較を通じて日本の生活保護制度の水準を相対的に把握し、今後の
生活保護をめぐる議論の材料を得ることを目的とした。現地調査を通じて、食費、日用品の共通のパッケージを
作成し、家族モデル別の社会扶助の給付額と比較した。イギリスと日本を比較した場合、イギリスの方が社会扶
助の水準が高いという結果が得られた。現実の生活の多様化・差異を踏まえてさらなる検討が必要である。EU離
脱後のイギリスの社会保障政策の見通しについての知見やEU諸国において「レファレンスバジェット(reference
 budgets :RBs)」の研究が進んでいることなど学術的な動向を確認した。

研究成果の概要（英文）： This study aims to compare social assistance system by budget standards 
method. First, the field research have been conducted to obtain information of living costs. 
Secondly, living costs index is constructed by selected items such as a particular foods and daily 
goods, and then it employed against social assistance provision which is set by model families, 
including two parents with two children, the elderly couple, and single parent with a child. As a 
result, the Japanese social assistance level is higher than Britain in the all cases above, in the 
first findings. 
 This study also conducted the interview surveys on the academics in Britain to obtain information 
on social security policies and research developmens. It is interesting to note that the Reference 
Budgets (RBs) project has developed in EU and this would involve Japan in near future. 
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

 
１．研究開始当初の背景 
日本の公的扶助・生活保護制度をめぐる研

究動向の特徴として、生活保護の給付水準に
ついての研究・分析が不十分であることがあ
げられる。戦後の生活保護制度の歴史の中で、
給付水準は、方式を変更しつつ引き上げられ
てきた。これは、高度経済成長期に、社会全
体として生活水準が上昇していく流れに沿
っていったものであった。安定した雇用と強
固な家族・親族ネットワークの存在を前提に、
そこから漏れた「例外的なケース」を主要な
対象とした生活保護制度の運用が行われて
きたが、社会全体の生活水準に合わせて給付
を引き上げていくことでコンセンサスを得
ることが可能であった。 
また、生活保護制度に関する研究の多くが、

生活保護制度の運用や窓口での対応や手続
きについて焦点を当ててきた。ようやく、近
年、生活保護制度改革が進行し、生活保護水
準にも焦点が当てられるようになってきた。 
さて、日本の生活保護給付水準を議論するた
めには国際比較研究が有益であるが、ようや
く海外の動向を踏まえての議論が始まりつ
つあるものの（たとえば、貧困研究 Vol.10 
2013 年）、まだその具体的な方法を巡っては
試行錯誤の状況が続いている。イギリス、ド
イツ、フランスなど各国の制度についての研
究はあるものの（たとえば、所、都留、森、
斉藤、原田などいずれも 2013）、国際比較研
究としての一定の形式を備えたものは近年
行われてこなかった。 
 
２．研究の目的 
そこで、本研究では、バジェット方式（マ

ーケットバスケット方式）による給付水準の
比較を試みることとした。 
それに先立って、現地の生活の状況、食費、

日用品、住宅の状況を直接視察することにし
た。また、現地の専門家に対して政策動向と
学術動向についてヒアリング調査を行うこ
ととした。 

 
 

３．研究の方法 
（１）現地調査：生計費推定のための資料収
集 
2016年3月にイギリスにおいて現地調査を

行い、マーケットバスケット方式による生計
費を推定するための資料を収集した。当初予
定から、イングランド北部、中部、南部と調
査ポイントを多く設定し、物価の実態などを
調査した。 
次に、2016 年 9月には、ドイツの 3つの州

の大小 5つの都市において、生活費推計のた
めのマーケット調査を実施し、基礎的な資料
を収集した。 
さらに、2017 年 3月には、イギリスにおい

て再調査を行った。特に、2016 年の国民投票
によって EU 離脱を決定したことによる生活

の影響を確認するとともに、ヒアリング調査
によって今後の政策動向等を確認した。 
 

（２）バジェット方式を簡略化した社会扶助
水準の比較 
 経済だけでなくライフスタイルの面でも
国際化が急速に進行しているものの、各国に
おいてどのような食品を購入するかは、その
国の文化によって規定されることになる。た
とえば、日本における家計調査では、刺身や
納豆といったアイテムに対する消費支出の
データが収集されているが、それに該当する
ものを他国で見出すことは難しい。同様に、
他国において重要なアイテムであっても、日
本では考慮する必要のないものも存在する。
国際比較だけではなく、国内の消費でも個人
差を大きく、家計から生活を把握する場合に、
主観的な消費行動のパターンを標準化する
ことは難しい。バジェット方式（マーケット
バスケット方式）による最低生活費を把握す
る場合の大きな課題である。 
本研究では、現地で収集した食材等のアイ

テムを整理し、そのうち、共通化できるもの
から 32 アイテムを抽出し、数量を調整した
上で共通のパッケージとして取り扱うこと
とした。例えば食費の場合、週３回程度の食
事は、共通のものを摂取しているという前提
にたち、その部分だけを比較することになる。 
 次に社会扶助の水準を比較するにあたり、
世帯のモデルを設定した。これに関しては、
日本でよく用いられるモデルを基準とする
こととした。これまでの国際比較研究では、
その世帯モデルが、個々の国において一般的
であるのかどうかが議論されてきた。たとえ
ば、子どもが３人以上の世帯は、日本では一
般的ではなく、この世帯に焦点を当てて社会
保障給付の水準を比較することの意義自体
が問われることにもなる。その一方、各国の
社会保障政策を踏まえ、「子育て世帯に手厚
い」あるいは「就労インセンティブを高める
ために稼働年齢層への給付水準を抑える」と
いった方針を踏まえている場合もある。また、
日本の場合は、社会支出の配分が、高齢者に
手厚いといった批判もあり、受給者グループ
間での格差も重要な検討課題である。本研究
では、夫婦＋子ども２人の世帯、高齢者夫婦
世帯、ひとり親＋子ども１人の世帯を設定し
た。 
 
 
４．研究成果 
（１）現地調査結果 
イギリスでは、地域において住宅費の状況

が大きく異なっている一方、食費などの実勢
価格に大きな差異は見られなかった。生鮮食
料品などでも輸入食品が大きな割合を占め
ており、大手の流通企業が価格をコントロー
ルしていることがその背景にある。総じて、
食品価格は、日本と比べて非常に安い（本来
20％の消費税は、食品には非課税）が、品目



によっては異なる場合がある。これらは、消
費水準によって、各国の生活保護・社会扶助
の水準を測定する上で重要な点となること
を確認した。 
 ドイツでも、食料品や日用品の価格は、都
市間において差がほとんどみられなかった
が、品揃えについては、北部と南部で異なっ
ていた。また、環境問題への対応が日本より
も徹底しており、特に容器のデポジット制は、
ドイツ人の日常生活に定着しており、今後、
生活費を推計する上で重要なポイントとな
ることが確認できた。住宅コストについては、
都市間での差異があり、特にデュッセルドル
フは高いと指摘されている。また、今回訪問
した都市においては、いわゆる日本的な戸建
よりも集合住宅が多く、この点は都市部にお
いて労働者階層向けのセミデタッチド住宅
を多数建設したイギリスと対照的な印象を
受けた。また、大都市部においては、周辺部
に大規模な集合住宅が展開されている。フラ
ンクフルトの中心から 1駅の周辺部は、社会
住宅の地域にマイノリティのコミュニティ
が形成されていた。公園などは整備されてい
るが、バンダリズムの痕跡も多数確認できる。
難民問題や社会的排除問題への対応が求め
られているドイツの現状を確認した。 
 
 
（２）社会扶助の給付水準について 
イギリスと日本の社会扶助水準を比較し

た場合、3つの世帯モデルのすべてにおいて、 
イギリスの方が高い結果となった。夫婦＋子
ども二人の世帯（CP+2）のケースでは、「日
本 0.10、イギリス 0.06」、高齢者夫婦世帯で
は、「日本 0.17 イギリス 0.07」、ひとり親
＋子ども 1人の世帯では、「日本 0.14 イギリ
ス 0.11」となった。 

 

 

 
 住宅費を除く食費・日用品によるインデッ
クスであるが、持ち家でローンがない場合に
は、この数字が実質的な社会扶助の水準とな
る（なお、数字は理論最低生活費に対する比
率、あるいは、生活上のニーズ充足の割合を
示すものではないことに注意）。 
 特徴的なのは、日英両国で、高齢者の差が
大きく、ひとり親世帯の差が小さい点である。
日本の場合には、高齢者に対する社会扶助の
給付額の価値が、ひとり親に対する給付額の

価値よりも相対的に高く設定されていると
いうことが推定される。 
 
 
（３）今後の政策動向 
イギリスの社会扶助制度の現状、特に各種

手当の統合による新制度（ユニバーサル・ク
レジット制度）の実施が依然として困難を極
めており、完全実施のリスケジュールが行わ
れていることとその背景、異なる制度の利用
者の情報を一元管理する上での技術上の問
題が解決されないままであり、本当の全国で
導入が可能なのかまだ不安視されている。一
方、2016 年 6 月には、国民投票によって EU
離脱を決定するともに、キャメロン首相が退
陣し、メイ新政権が誕生している。当初の予
想に反して、イギリスの景気は堅調で、生活
水準等の変化は見られない。イギリスの今後
の貧困対策については、これまでのキャメロ
ン政権の路線が維持される見込みである。
2000 年代の労働党政権が実施した施策は大
幅に削減されており、子どもの貧困対策など
に影響が出ている。社会扶助制度の支給額は、
凍結されており、物価水準の上昇分だけ、実
質目減りしている。受給資格等の制限などが
強化される見込みである。 
 
（４）今後の学術的課題 
 このバジェット方式の研究自体は、イギリ
スなどにおいて長い伝統をもつものである。
20 世紀初頭のラウントリーのヨーク市にお
ける貧困研究もそうであるし、1990 年代には、
ブラッドショーらのヨーク大学の研究グル
ープがこの方式によって、社会扶助の水準の
妥当性について議論を行っている（Bradshaw 
1993, 2000）。 
ここから派生した研究として、ミニマム・

インカム・スタンダード(Minimum Income 
Standard: MIS)の研究がある。MIS 法は、フ
ォーカスグループなどを通じ、一般市民と専
門の研究者とのやり取りの中で最低生活の
水準を探索する方法であり、日本において、
岩田、岩永、重川、山田、卯月らによって、
試みられてきた（岩田、岩永、重川、山田、
卯月 2012）。MIS 法は、市民参加型によって
算出していく点にその特徴があり、経済的指
標に依拠して、専門家が決定する貧困ライン
の測定とは異なり、また、その妥当性につい
て、現実の市民感覚に近づけていく上での重
要な参照データとなるが、それ自体が最低生
活費を示しているわけではない。また、MIS
という手法が、相対的所得基準以下の人々の
具体的生活内容を示すものであるかは議論
の余地があり、貧困についてのある種の質的
調査として理解することができるという指
摘もある（岩田・岩永 2012）。また、近年
は、EU 諸国において「レファレンスバジェッ
ト(reference budgets :RBs)」の研究が進ん
でいる(Storms 他：2014)。 
 これらの先行研究は、所得や消費水準のデ



ータだけでは測ることができない貧困を可
視化し、市民的なコンセンサスを得て政策に
つなげていく上で優れている。その一方、手
続きには時間がかかり、また、市民の合意を
形成する上でのフォーカスグループなどの
客観性にも課題が残る。地域性や地域住民の
学歴や知識、政治的態度などについては、平
準化することは困難である。 
 ラウントリー以来の貧困研究で重視され
てきたのは、生活上のニーズが何かという点
であり、それを充足するのにどれだけ費用が
かかるのかという点であった。国際比較研究
においても、それぞれの国の生活上のニーズ
の充足率によって比較を行うということに
なる。一方、国際比較に求められているもう
一つの役割は、むしろ単純な社会扶助の給付
額と実際の生活費の相対的価値ではないか
と思われる。 
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